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新たな「食料・農業・農村基本計画」
の策定に向けて
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農業・農村が果たす様々な役割

農業は、人々が生きていく上で欠かせない食料を賄う唯一の産業であるとともに、日常生活の原材料
を供給。また、国土や自然環境の保全などの多面的機能を発揮し、国民全体の生命、身体、財産の保全
に貢献。
農村は、各地の気候・風土を反映し、集落という地域社会の結びつきを基礎に、様々な主体によって
多様な農業を展開しながら、日本の文化・伝統等を維持・継承。

食 料

繊維・衣類
バイオマス
バイオ燃料

地域の祭り、芸能

など、農業と関連
する伝統文化を

守る

市街地周辺の水田は夏の

異常な暑さをやわらげる 農林業など手入れが

された場所に生息する
生物を保全する

農業の持つ多面的機能
農業・農村の国民生活における役割

様々な産品を生み出す

バイオプラスチック製

雨水を一時的に水田にためて、

豪雨の時に川の流れを
緩やかにして洪水をふせぐ

美しい田園、農村景観を

提供し、レクリエーショ ンや
やすらぎの場となる
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国民全体で支える農業・農村の機能や価値

農業が有する食料の安定供給機能や多面的機能は、国民全体が直接的・間接的にその利益を受けて
いる一方、こうした機能や価値は、農産物の価格等に反映されていない。
このため、消費者をはじめとする多様な主体が農業・農村の有する魅力を深く理解し、様々な価値
を共有し、それを支えていくことの必要性を認識することが重要。

・地域・経済社会の発展
・農村景観・伝統文化の提供
・均衡ある人口・産業の分布

農業・農村の健全な発展

・下流域の洪水・土砂崩壊の防止
・生物多様性の保全
・地下水源の確保

・新鮮な食料等の安定確保
・農業体験等を通じた心身の発達
・都市農地による緑地空間の提供
・農村労働力の居住・消費による経済効果

地域の安心 国土・環境の安心

都市の安心

農業・農村に対する国民全体の理解と共感・行動
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国民全体の視点から、食料・農業・農村が果たすべき役割と目指すべき政策方向を提示するため、
① 食料の安定供給の確保
② 農業の有する多面的機能の発揮
③ 農業の持続的な発展
④ 農村の振興

上記の理念や基本施策の方向を具体的に実行に移すための「食料・農業・農村基本計画」を策定。
（おおむね５年ごとに見直しで、本年３月に見直し時期を迎える。）

多面的機能の十分な発揮

・国土の保全、水源のかん養、
自然環境の保全、良好な景観
の形成、文化の伝承等

・良質な食料の合理的な価格
での安定供給
・国内農業生産の増大を図る
ことを基本とし、輸入と備蓄
を適切に組み合わせ
・不測時の食料安全保障

・農業生産条件の整備
・生活環境の整備等福祉の向上

食料・農業・農村基本法の制定

を基本理念とする食料・農業・農村基本法を平成１１年に制定。

食料の安定供給の確保

農村の振興

・農地、水、担い手等の生産要素の
確保と望ましい農業構造の確立
・自然循環機能の維持増進

農業の持続的な発展

基本理念に沿った
具体的な施策展開
のプログラム
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食料・農業・農村を取り巻く現状

所得向上施策の体系化が不十分

現 状 主な問題点

担い手の育成・確保の遅れ

土地利用対策の有効打が講じられていない

政府全体をあげた体制が不十分

食品の安全や食料の安定供給に対する

期待や信頼の確保に応えられていない

農業所得の大幅な減少
6.1兆円（H2）→3.2兆円（H19）

主業農家の減少

後継者不足の深刻化

82.0万戸（H2）→36.5万戸（H20）

耕作放棄地の増大
21.7万ha（H2）→38.6万ha（H17）

農地利用の非効率化

消滅する可能性のある集落数
1,695集落（H20）

農村の活力の低下

食料の安定供給に対する不安

食料自給率の低迷

73%（S40）→41%（H20）

「食品表示110番」への通報

15,162件（H16）→26,222件（H20）

我が国の農業・農村は、農業所得の激減、農業従事者の減少や高齢化、農村の疲弊など、危機的な状況。
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政策改革のための視点

これまでの農政が抱えていた問題と決別し、新たな発想で農政を転換し、農業と農村の早急な再生を図
る政策体系を再構築。

効率的・効果的で分かりやすい

政策体系の再構築

生産者・事業者等や地域の主体性

と創意工夫を発揮する施策の展開

国民の幅広い理解と具体的な行動を

促す施策の展開

・複雑な政策体系から、シンプルで分かりやすい施策の提供

・各般の施策を共通の目的の下に体系化し、施策の総合的な
推進体制を構築

・施策対象への直接的効果をもたらす政策手段の提供

・農業者の主体性の発揮を制約している制度・事業等について
地域の実情等を踏まえて適切に見直し

農業・農村の持つ様々な潜在力を

引き出す施策の展開
・地域資源を活用した先進的な取組を成長産業として位置付け

・農業・農村の価値や役割についての国民の共感と広範な展開

政策の重点化に効率的・効果的に

対応できる業務執行体制の構築
・国民視点での政策決定プロセスの確立や適正な業務執行を
行う体制を整備
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平成２２年３月策定予定の新しい「食料・農業・農村基本計画」においては、これまでの農政を抜本
的に転換し、「戸別所得補償制度の導入」など、これまでになかった新たな視点を盛り込むことを検討
中。

新しい「食料・農業・農村基本計画」のイメージ

農業・農村の６次産業化

ねねねねねね
ねねねるのる 戸別所得補償制度の導入

食品供給行程管理に
正面から取り組む

食料自給率を５０％に引き上げ
食料自給率
の目標

食料の
安定供給の
確保

農業の
持続的な発展

農村の振興

新しい「食料・農業・農村基本計画」のポイント
（平成22年３月策定予定）

将
来
に
希
望
が
持
て
る
食
料
・
農
業
・
農
村
の
姿
を
大
胆
に
提
示

小規模農家も含め、意欲ある
すべての農家が安心して農
業を継続できる環境を整備

施策の抜本的な転換により、
食料自給率を引き上げ

食品の生産・加工・流通の各
段階における安全性管理機
能を向上

新たな付加価値を地域内で
創出し、雇用と所得を確保

目指すべき施策の方向性
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○ 小規模経営を含む意欲あるすべての農家が農業を継続できる環境を整備し、農業を再生するため、新たに新たに
国から農業者に直接交付する戸別所得補償制度を導入し、モデル事業から本格実施への道筋を提示国から農業者に直接交付する戸別所得補償制度を導入し、モデル事業から本格実施への道筋を提示。

【農業の持続的発展】 戸別所得補償制度の導入

資料：（財）全国米穀取引・価格形成センター入札結果、農林水産省「米穀の取引に関する報告」、

「米生産費統計」
注１：センター価格は、17年産までは銘柄ごと落札数量で加重平均した価格であり、18年産以降は

銘柄ごとの前年産検査数量ウェイトで加重平均した価格である。

注２：相対取引価格は、銘柄ごとの前年産検査数量ウェイトで加重平均した価格である。
注

【米の販売価格と生産コストの推移】
（円/60kg)

19,706

20,189

19,468

21,818

18,419
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18,989

19,363

19,991

18,932

17,898 17,766

17,339

18,640

17,205

16,750

16,824

16,412

16,497

21,600

23,607

22,296

15,731

15,075

16,099

15,203

14,164

15,146

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

24,000

2年産 3年産 4年産 5年産 6年産 7年産 8年産 9年産 10年産 11年産 12年産 13年産 14年産 15年産 16年産 17年産 18年産 19年産 20年産

全算入生産費

センター価格

相対価格

米については、近年、販売価格が生産コスト
を恒常的に下回る状況

コスト割れを補う支援策がなかった

一定額の助成を行うことにより、稲作農家
の経営継続を支援し、将来の経営発展の
機会を確保する必要

生産数量目標に即した生産を行った
販売農家を対象として、所得補償を
モデル的に実施

自給率を向上する環境を整備し、
国民に食料を安定的に供給
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○ 食料の国内供給力を高めるため、食料自給率を１０年後に５０％まで引き上げることをはじめて掲げる５０％まで引き上げることをはじめて掲げる。

○ 目標達成に向け、確保すべき農地面積の目標や品目別の生産努力目標等の道筋を示し、国民全体か
らの理解・協力のもとに取り組む。

・
単
収
の
向
上

・
二
毛
作
・
水
田
裏
作
の
飛
躍
的

拡
大

・
単
収
の
向
上

・
不
作
付
の
解
消

(

乾
田
地
帯
は
大
豆
等
、
湿
田
地

帯
は
飼
料
用
・
米
粉
用
米)

・
単
収
の
向
上

・
不
作
付
地
で
の
作
付
拡
大

・
米
の
需
給
調
整
の
推
進

・
稲
作
農
家
の
経
営
安
定

・ 稲作農家は、水田において、米だけではなく、
麦、大豆等の転作作物を作付

・ 一方、畑においても、麦、大豆等が作付けられ

ているが、畑の作付拡大の余地があまりない

のが実情

・ 水田をターゲットに、麦、大豆、米粉用・飼料用

米の作付拡大を図ることが自給率向上のカギ

・ 新たな品種、技術の導入により単収向上を図

ること、畑の有効利用も重要

【食料自給率】 食料自給率の引き上げ

水田237万ha（本地面積） 畑196万ha（作付面積）

主食用米
160万ha

麦

6万
ha

8万
ha

20万
ha

調
整
水
田
等

20万
ha

79万ha2万
ha

麦

10万
ha

33万ha 25万ha

その他

47万ha12万
ha

13万
ha

飼
料
作
物

飼
料
作
物

野
菜

野
菜

大
豆

大
豆

果
樹

(H20)

裏作:麦約11万ha等

そ
の
他
作
物

（
加
工
用
米
を
含
む
）
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○ 食の安全と消費者の信頼を確保するため、食品供給行程管理（トレーサビリティ、食品供給行程管理（トレーサビリティ、GAPGAP、、HACCPHACCP）に正面）に正面
から取り組むから取り組む。

生生 産産 者者 食品製造業者食品製造業者 食品流通業者食品流通業者

農林水産物 食 品

JAS規格・
食品表示

生産段階 加工・流通段階

取
組
主
体

生
産
物

リスク管理措置

食育

フードチェーン

消消 費費 者者

ＧＡＰ ＨＡＣＣＰ

トレーサビリティー

※１ GAP：
農業者自らが、農作業の点検項目を決定し、点検項目に従い農作業を行い、記録

し、記録を点検・評価し、改善点を見出し、次回の作付けに活用するという一連の「農

業生産工程の管理手法」のこと

※２ HACCP：
原料の入荷から製造・出荷までのすべての工程において、あらかじめ危害を予測し、
その危害を防止するための重要管理点を特定して、そのポイントを継続的に監視・記
録するシステム。

※３ トレーサビリティ：
食品がどこから来てどこへ行ったかわかるようにするもの

民主党政権政策manifesto2009（抜粋）

３２食の安全・安心を確保する政策
○ 食品の生産、加工、流通の過程を事後的に容易に検証

できる「食品トレーサビリティシステム」を確立する。
○ 原料原産地等の表示の義務付け対象を加工食品等に
拡大する。

民主党政策集INDEX2009（抜粋）

食品のトレーサビリティ（追跡可能性）・システムの導入
すべての食品にベーシックなトレーサビリティを義務づけ
ているＥＵの例を参考に、わが国においても、一定期間経

過後にすべての食品について、仕入先、仕入日、販売先、
販売日を記録・保管するトレーサビリティを義務づけます。

（中略）

なお、トレーサビリティの義務化の時期を踏まえ、食品の

製造工程での安全管理や品質管理を図るための措置とし
て、農業生産工程管理工程（ＧＡＰ）や危害分析重要管理点

（ＨＡＣＣＰ）への対応も義務化します。

農業者が自ら
の農作業を点
検・評価し、改
善をはかる。

食品製造時の各段階で監視、記録
を行い、安全性を確保する。

問題発生時に、記録を
辿ることで、どこで問題
が発生したかが分かる。

※1 ※2

※3

【食料の安定供給の確保】 食品の安全性の向上と消費者の信頼確保



11

108.0

247.3

267.1

10.5

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

196163 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07

0

5

10

15

20

25

1961年=100 a/人

資料：FAO「FAOSTAT」、国連「World　Population　Prospects：The 2006 Revision」

80年代以降伸びが鈍化

生産量

単位面積当たり収量
収穫面積の拡大による
生産の増加は困難

年

1人当たりの収穫面積（右目盛）

収穫面積

資料：ＦＡＯ「ＦＡＯＳＴＡＴ」

1961～65年 1971～75年 1981～85年 1991～95年 2002～07年
1.44㌧/ha 1.90㌧/ha 2.39㌧/ha                      2.76㌧/ha 3.28㌧/ha

2.8% 2.3% 1.4% 1.4%（年率）

単位面積当たりの収量の伸び

【参考】状況①:世界の収穫面積及び単位面積当たり収量の推移
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大豆

とうもろこし
小麦

米

(ドル/トン)

（実線：名目価格、点線：実質価格）

穀物及び大豆の国際価格の見通し

実績 見通し

資料：農林水産政策研究所「2018年における世界の食料需給見通し
－世界食料需給モデルによる予測結果－」

【参考】
世界食料サミット（96年）
における削減目標

億人

8.3億人

10.2億人

1995-97 2009 20150

4

5

6

8

9

7

年年年

世界の栄養不足人口の推移

年
資料：FAO「The State of Food Insecurity in the World」、FAO及びWFPホームページより
農林水産省作成

過去10年余りで

約２億人増加

4.1億人

【参考】状況②：世界の栄養不足人口、穀物等国際価格

10
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【参考】状況③：農業従事者、耕作放棄地、農業所得の状況
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万ha

耕作放棄地面積（土地持ち非農家）

耕作放棄地面積（総農家）

  13.1    12.3  13.5

21.7
24.4

34.3

 38.6

16.2

22.3

資料：農林水産省「農林業センサス」

耕作放棄地面積の推移耕作放棄地面積の推移

耕作放棄地面積（総農家）

○平均年齢
平成 7年 59.6歳
12年 62.2歳
17年 64.2歳

資料：農林水産省「農林業センサス」
注 ：基幹的農業従事者とは、自営農業に主として従事した15歳以上の世帯員（農業就業人口）
のうち、普段の主な状態が「主に仕事（農業）」である者で、主に家事や育児を行う主婦や学
生等を含まない。また、上記の図は販売農家のもの。

(万人） 昭和一桁世代

耕作放棄地面積（土地持ち非農家）

基幹的農業従事者の年齢構成基幹的農業従事者の年齢構成農林水産業就業者数の推移農林水産業就業者数の推移

資料：総務省「労働力調査」

全産業就業者数
４，４６５万人の

３０．０％

全産業就業者数
６，３７３万人の

４．２％

(万人）

(年度）

資料：農林水産省「農業・食料関連産業の経済計算」

農業所得（農業純生産）の推移農業所得（農業純生産）の推移

3.0 
3.5 
4.0 
4.5 
5.0 
5.5 
6.0 
6.5 

H2 H4 H6 H8 H10 H12 H14 H16 H18 年度

約半減

6.1（H2）

3.2（H19）

（単位：兆円）
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【生産面】国内生産力の低下

・65歳以上の農業者の割合

21％(昭和50年)→58％(平成17年)
・農地面積

607万ha(昭和35年)→465万ha(平成19年)
・耕作放棄地

13万ha(昭和50年)→39万ha(平成17年(東京都
の1.8倍)）

【需要面】食生活の大幅な変化

・米の消費の減少
112kg/年(昭和40年)→59.0kg(平成20年)

・畜産物等の消費の増加

肉類9.2kg/年(昭和40年)→28.5kg(平
成20年)

昭和

ｶﾛﾘｰﾍﾞｰｽ自給率
（20年度41％）

年

％

自給率低下の要因

自給率低下の要因

【参考】状況④：食料自給率の推移
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農林水産省

ビジョン・ステートメント

食料・農業・農村の未来を
確かなものとするための
みなさんの「基本計画」です


